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身体拘束（※７） 録音・録画実施（※７） 身体拘束（※７） 録音・録画実施（※７） 必要性なし 相反性なし 特信性なし 不明

不明 有り：１名／２通 不明 不明

不明 有り：２名／４通 不明 不明

不明 不明

不明 有り：１名／１通 不明 不明

不明 有り：４名／７通 不明 不明

※１　全国の地方裁判所及び簡易裁判所に係属した被告事件のうち、令和６年４月１日から同年７月３１日までに判決があった事件を対象としている。

※３　うち２名／４通は、録音・録画ＤＶＤが添付された報告書について、刑事訴訟法３２１条１項２号後段により取調べ請求がなされ、採用されたものである。

※４　このほか、刑事訴訟法３２１条１項２号後段により取調べ請求がなされた後、不同意の意見が撤回されて同意されたことで採用されたものが１名／１通ある。

※５　うち１名／１通は、録音・録画ＤＶＤが添付された報告書について、刑事訴訟法３２１条１項２号後段により取調べ請求がなされ、採用されたものである。

※６　一部採用・一部却下となったものは、「採用されたもの（一部採用されたものを含む。）」と「請求が却下されたもの（一部却下されたものを含む。）」に重複して計上している。

※８　うち１名／１通は、相反性及び特信性なしとされたものであり、「相反性なし」と「特信性なし」に重複して計上している。

※９　司法統計の月報（速報値）に基づき、各期間中の、全国の地方裁判所及び簡易裁判所における通常第一審事件及び略式事件の既済人員総数を記載している。

※７　判決書等から、刑事訴訟法３２１条１項２号後段により取調べ請求がなされた供述調書等が作成された日の取調べにおける供述者の身体拘束の有無及び録音・録画の実施の有無が判明するものについては、当該対応する期間の欄に、その供述者及び供述調書等の数を記載し、全て判明しないものは不明と記載した。

１万８６４９件

７万２９０８件

１名／１通
５月１日から

５月３１日まで

７月１日から

７月３１日まで
５件

５名／５通

(※５)

　　　　２名／２通（※５） 　　　　３名／３通（※８）

１名／１通
１名／１通

（※８）
１名／１通 １万９７９０件

※２　被告人単位で計上している。

２名／２通

0

0

１名／１通

１名／１通

（※８）

２名／２通

０名／０通

６名／７通　　　　　８名／１４通（※３）

４月１日から

４月３０日まで

１名／１通

１名／１通 0

２名／２通 0

５名／６通 0

期間

（令和６年）

(※１)

既済総数

（※９）

１万４８０２件

１万９６６７件

却下の理由

採用されたもの（一部採用されたものを含む。）

（※６）

請求が却下されたもの（一部却下されたものを含む。）

（※６）

６件

４名／５通 １名／１通

00

刑事訴訟法３２１条１項２号後段の規定の適用状況

合計 １９件 ９名／１０通

１３名／１４通１４名／２１通

刑事訴訟法３２１条１項２号

後段により供述調書等の取調

べが請求された事件数

（※２）

刑事訴訟法３２１条１項２号後段により取調べ請求がなされた供述調書等に係る供述者及び供述調書等の数

４名／５通

１２名／１９通

（※３）

３名／３通

（※４）

２４名／３２通

４件

６月１日から

６月３０日まで
４件

３名／３通


